
灘塑
灘磐

叢

.
マ
ル
ク
ス
氏
蘇
剰
債
値
説
・
辞
譲

.

我
邦

の
所
得
税
を
論

ず

・

奴
隷
制

と
賃
勢

働
制

・

累
…進
視

の
根
接

に
就

い
て

植
民
政

策
上
音

観

た
る
委

任
統
治

・

小
作
制

と
小
作
法

審

の

團

結

の
減

衰

.

.

.
・

海
運

に
於

け

る
競
争

と
猫
占

・

蕾
尾
張
藩

に
於

け

る
地
割
制

彦

二

財
産
税
と
國
富
統
計

・

…

開
城
簿
記
の
起
源
に
就
て

法
學
博
士

田

島

錦

治

法
學
博
士

神

戸

正

推

浜
學
博
士

河

上

肇

法
學
博
士

小

川
郷

太

郎

法
學
博
士

山

本

美

越

乃

・

華

博
士

河

田

嗣

郎

、

文
學
士

高

田

保

馬

注
學
±

小

島

昌

太
郎

農
學

士

奥

田

-

竣
.

法
學
士

汐

見

三

郎

.

注
射

士

大

森

研

造



～

植
民
政
策
上
議

競

六
ろ
委
任
統
治

.
山

、
本

実

越

」

乃

一
…
今
次
の
職
令
前
・
於
・
暴

箕

・
蛮

・
望

外
・
於
・
る
「
定
の
讐

　

肇

錘

に
親

藩

。
行
使
す
る
形
式
は
、
之
・
保
霧

治
・算

統
治

・直
接
統
治
沓

治
統
治
・
四
種
券

つ
こ
垂

得
た
b

～ピ
錐
も
、
馨

。
輩

難

に
成
立
・
見
・
・
至
妾

・
屡

罐

・
・
從
義

治
橿
を
復

・
た
る
國
の
毒

を
離
れ
た
義

民
幾

撃

に
し
て
、
近
代
の
難

　

生
窺

書

謬

慮
・
萎

皇

・
得
ぎ

人
民
の

雇

。
る
も
の
に
封
、
て
は
、
該
人
民
の
謹

・
計
棄

・
馨

・
聖

・
は
畜

困
民
の
塑

な
る
使
命
な
り

「ざ
の
主
義
に
基
,
、
.簸

規
約
第
二
+
二
條
第
二
項
・
於
・
、
斯
か
・
人
民
量

す
る
後
見
の
霧

髭

進
國
中

春

.援

護

地
理
的
摂

養

の
讐

適
・
瓦
之
・
諾
・
・
國
委

任
・
て
・
鷺

に
代
り
雀

署

し
て

後
見
。
任
務
を
行
は
し
め
ん
手

・
・
嘉

定
・
…

以
・
・
黍

・
國
赤

鼠

　

}
定
の
嬢

無

し

「て
、

暴

が

直
斐

は
嬰

に
統
治
.響

行
使
す
・
ガ
法
長

三

・
新
焦

る
形
式
を
加
ふ
る
こ
ご
峯

れ

…

蕪

擁

縫

鞍

弩

b暴
れ
に
し
て
、
此
の
意
義
に
於
て
は
該
制
度
は
　

次
　

.

面
し
。、
委
任
統
治
。
鍵

に
關
・
て
初
め
て
世
会

意

・
魑

・
た
・
・
蕎

肇

櫃
「民
地
の
ス
.マ
ソ
.蒋

植
民
政
策

上
よ
司
観
た

ろ
委
任
統
治

第
十
四
巻

〔第

一
號

一
.一
三
)

「
=
二

9



植
昆
政
策
上
よ
り
観
た

ろ
委
任
統
治
.

第
十
四
巻

(第

}
號

「乱

四
)

一
「
四

…
軍

(
[
ρ
あ

∩
こ

・
○

。。
…

・・切)

に
し
て
、
氏
は
其

の
著

『
國

際
覆

」
(穿

罫

㈹
…

㌦
Z
登

・一
い
民

。
三

絃

。・
)

.

に
於
て
賢
際
的
の
提
案

ご
レ

、
、
今
次
の
戦
争
に
因
り
国
家
的
破
産

の
運
命

に
陥
れ

・
露
西
亜

・墺
太
利
及
土
耳

其
に
從
麗

し
た
る
土
地
及
人
民
を
、
如
何
な
る
國
答

蹉
も
戦
勝
の
鷲

を
以
て
分
禦

奪
の
目
的
物
毒

す

一べ
か
ら
ざ
る
.・
ご
を
饗

、
國
際
覆

醤

然
之
が
鐘

者
た
麦

其
の
権
利
の
繋

看
た
る
べ
.丸

新
ε

て

聯
盟
に
鷺

し
馨

舞

の
地
方
の
統
治
に
關
し
て
は
、
固
よ
り
鷺

自
ら
之
に
嘗

得
ざ
る
に
非
宮

讐

・

喪
際
上
に
於
て
は
聯
盟
各
国
の
連
合
難

接

・
統
治
は
却
て
意
見
の

一
致
を
峡
き
・
.其
の
極
終
に
肇

自
警

一
信
用

を
も
害
す
.る
に
至

る
の
縢

れ
な
し

ご
せ
ざ

る
を
以
て

、
寧

ろ
最
初
よ

り
特
定

の
国
家

に
委
任

し
て
之
を

し
て

聯
盟
に
代
り
て
援
髪

旙

政
の
任
に
當
ら
し
む
・
を
適
當
・
し
、
聯
盟
は
之
鋳

し
て
最
終
の
監
督
.撃

留
保

す

べ
し
ピ
の
意
見
を
公

に
し
た
る
に
基
因
す
ロ

ス

マ
ソ
ツ
將
軍

の
意
見
に
從

へ
ば
、
委
任
統
治
の
制
度
な
る
も
の
は
從
來
國
家
的
の
形
態
を
備

へ
た

る
亜
細
亜

一
反
厭
羅
巴
の
或
地
方

に
し
て
職
孚
の
爲
め
に
其
の
政
治
的
統

一
を
失
し
、
終

に
解
髄
す

る
の
止
む
な
き
に
至
れ
る

地
方
に
之
を
適
用
せ
ん
・
墓

主
眼

毒

し
、
末

だ
野
業

開

の
懲

を
脱

せ
す
・
從
て
歌
治
上
に
於

て
も
自
治

　
噛

決
の
念
を
有
す

・
に
至
ら
ざ
・
饗

の
悪

地
例

へ
ば
亜
弗
利
加
及
李

洋
に
於
け
る
霧

領
植
民
地
の
如
き

　
に
は
、
此
の
制
度
を
適
用
し
得

べ
か
ら
ぎ

り
も
の
喜

り
。}
然

・
に
委
任
制
度
に
閲
す

る

ス
マ
・

ッ
將
軍
の
婁

一
に
謝
し
て
は
、
最
初
よ
り
有
力
な
る
賛
成
者

の

一
人
π
り
し
ウ
井

ル
ン
ソ
大
統
領

は
、
蕾

に
亜
細
亜
及
駄
羅
巴
の

1)S・nuts,Th・Leag・e・fN乱ti・n・
,P,」 ・(g.

2)Ibid.,P.15 .

■



或
地
方
に
賢
し
て
の
-か
　

す
轟

簸

鑑

・
付

・
て
・
亦
砦

制
磐

-齋

す
べ
き
こ
差

主
張
せ
し
が
、

霧

器

民
地
。
謹

統
治
に
關
・
て
は
、
是
等
・
麓

地
・
占
頗
・
與
な

て
力
あ
り
し
藻
溯
及
南
至
聯
奪

肇

に
賀
せ
。
ご

を
以
・
、
國
羅

盟
・
是
等
の
両
説
を
講

・
て
終
・
聯
盟
規
約
第
こ
f

二
條
の
規
定
護

適
、
委
任
制
度
.
三
熱

匠
制
を
認
む
・
量

れ
・
。

一
合
屡

聯
盟
規
約
の
定
む
・
所
・
從
ひ
走
筆

↓種
の
委
任
制
度
の
養

を
示

せ
ば
・

℃

一

筆

種
は
從
霊

園
歯

し
・
・
部
族
・
し
て
翌

要

し
て
假
承
馨

受
け
得

る
程
度
の
馨

を
駕
し
つ
つ

身

、
、
其
。
呈

す
る
量

る
迄
に
窩

・
多
少
・
聲

を
要
芝

馨

・
る
る
場
A。に
・
全
く
呈

し
得

べ

講

親
に
達
す
る
迄
優

優

聖

目養

助
・
律

し
む
…
.

を
諸

・
委
任
す
る
も
の
に
し
て
・
聯
盟
規
約

一
に
於
て
は
特
に
土
暴

露

に
厨
し
た
・
撲

・
芒

て
券

種
の
詮

制
度
を
適
用
す
,べ
き
こ
妄

明
示
せ
り

「(国
際
聯
盟
規
約
第
二
+
二
線
茜

項
)。一

(註
)
梨

。
欝

・
西

繰
に
萱

ぜ
、
享

婆

養

乏

聯
難

壁

+
・
欝

項
辱

翌

賢

唇

に
承
認

・

す
、
、、.、
量

謁著

、
-
馨

響

蕃

豊

・
得
ろ
時
習

至
毫

鍍

上
差

響

助
言
儀

黎

畏
く
・ミ

あ

窪

む
・
,
.

…

篁

勢

謹

制
度
絵

・
通
之
を
・
式

・
委
任
統
治

議

し
、
後
・
婆

べ
き
第
二
箆

第
三
種

の
委
任
制
度

ε
果

的
に
異
な
れ
る
も
の
め
り
、
智

北
の
制
度
・
下
・
綾

上
助
憂

欝

を
受
く

べ
き
地
方
は
・
比
欝

準

差

る
甕

の
形
態
を
備

へ
、
翌

國
已

て
の
讐

を
難

ず

・
に
足
・
程
度
の
蓬

を
浮

つ
つ
あ
る

植
民
饗

上
}

翠

』
ろ
委
任
馨

＼

第
+
四
費

篁

號

=

手

=

五
.

`

,



…

驚

政
策
上
　

観
た
る
委
任
響

筆

四
費

笙

號

≡

ハ
)

≡

^

…
も
、
糞

の
臥
立
に
關
し
て
は
未
だ
全
寒

な
と

せ
・
・
　

假
島

立
讐

し
て
の
善

壼

…

.宏

も
、
漿

呈

し
得
る
號

に
至
る
詣

簾

盗
塁

任
国
蓮

虚
し
・
昌

・
代
り
助
憂

欝

を
婁

「し
め
ん
手

る
に
在
る
を
以
て
、
斯
か
る
地
方
に
於
匠

・
海

立
國
・
し
・
毒

・
有
・
・
美

園
は
唯
蕩

…
主
権
の
行
使
に
付
.、.
て
聖

目
鐘

助
を
興
・
・
に
過
享

、
從
・
砦

鯉

の
下

・
於
て
は
鑑

政
の
架

圭

[　

義
の
み
な
ら
す
、
之
に
外
部
よ
り
の
欝

を
興
・
・
蔓

鶴

・
選
書

欄
・

て
・
亦
當
該
嚢

の
意
志
霧

慮

す

る
,、
墓

必
護

件
ε
な
し
、
蟹

隈
皇

・
・
ッ
將
軍
の
所
鍵

蓄

決
の
圭

撃

適
用
し
た
篇

笙

種
。
委
任
制
。
。
養

に
し
て
此
・
㌍

釜

喜

ば
、
之
蓬

用
・
ぞ

ぺ
・
地
方
は
固
　

喪

政

.

策
上
の
島

物
ご
な
り
得

べ
か
ら
ざ
る
ξ

は

…

塞

な
・
.主
催

之
を
有
す

る
も
・
男

微
警

る
霊

め
に
列
。
間
に
伍
。
て
其
。
翌

・
難

ず
る
,、
ご
困
難
・

・
が
如
・
讃

鋳

・
三

他
・
畿

が
其
の
翌

署

…
自
主
の
擢
を
害
す
る
、
。
な
(
し
て
之
を
擁
護
せ
ん
・
す

・
場
合
・
、
讐

難
・
璽

留

・
保
諾

係
・

誌

匪
鵜

霧
欝

い鯵

既鞭
欄
報
謹
媚
搾

鍔
破
蕪

ロ
ぽ

　

　

べ
し

　

な

　
　

然
る
に
之
に
反
し
・
第
二
霧

三
種
・
霧

　

前
述
の
如

く
ス
マ
ッ
垂

の
髪

毒

養

し

謙

善

謬

植
民
地
に
、
之
和
及

ぼ
・
し
め
ん
喜

・
・
・
…

大
欝

・
登

・
講

・
て
説
け
ら
れ
た
る
も

ヨ

■



逸

る
が
故
に
、
驚

肇

上
必
餐

農

あ
る
舞

蟹

を
包
含
曾

、
盒

蓄

問
題
・
考
弩

入
詮

先

妻

諺

鰭

霧

匙饗

撃

に於て　

人民
ハ　

　

、其

ノ
幾

ノ
施
政
ノ
貸

・
任

ス
・
.・
程
度

・季

、
尤
蔓

任
・

参

秩
序
及
養

魚

俗

友

セ
サ
"
墜

、無

難

　鰐
畑礁

御爨

朗舞

惣難
.

一ト
ヲ
保
障

シ
、
且
他
ノ
聯
盟
・
ノ
語

貿
易

・
啓

蒙

・
馨

・
確
保
・
…

ヲ
要
ス
を

規
芒

・
蕃

二

。
こ
し
て
中
央
亜
籍

加
の
人
民
か
指

示
せ
憩

、
砦

制
・

は
寧
・
葎

統
治
の

「
欝

の
場
合

に
脅

せ

…
ら
る
る
も

の
ε
稠
す
る
を
得

τ

.
第
三
種

に
關
シ

、
は
同
僚
第
六
項
・
、『
或
.幾

ハ
合

/
稀
薄

●
幕

ノ
狭
.

小
.
詣

ノ
中
.心
.
リ
遽
キ

・
ト
冬

受
任
膿

土
盛

接

・
ル

・
糞
.

・
他

ノ
事
情

菌

'
・
.
受
任
國
笙

ノ

蔑

部
分
ト
シ
.フ
其

ノ
・
法

ノ
下

・
護

・
行

・
ヲ
望

最
善

義

但

・
受
任
國

・
薯

食

蒜

盆

ノ
藷

一
記
ノ
保
障
ヲ
男

ル
。
,
ヲ
要

ス
」

ご
規
定
し
、
西
南
亜
弗
利
加
及
南
条

諸

島
を
例
奪

る
も
末

項
は
全

　影

甑縫
撚

報

時瑠
灘

繍
響

無

物"罐
.

～ら
ざ
る
鞍

幾

鑓

規
定
ε
し
て
之
を
軸.
け
た
る
終

雑

嚢

)此
漁

-
り
論
ず
る
時



植
民
政
策
上
よ
り
観
た
ろ
委
任
統
治

第
†
四
巻

(第

}
號

一
「
八
)

一
「
入

一
一
は
寧
ろ
委
任
統
治
の
特
別
の
制
度
ご
・
す

・
を
得

べ
し
、
第
二
種
…

は
叢

之
を
B
式
の
委
霧

治
・
第
三

一
種

の
も
の
は
之
を
c
式
の
委
任
統
治
議

す
・

　

ロ

烏

鷺
羅

纏
鰭
蝋謀
雛
影
舞
舞
難

舞
.

噸

等

%
樋

諺

㎏

、
第
三
種
の
場
合
に
は
黎

裟

澤

罪

塞

げ
欝

葬

郡

ゴ
謬

罪

無
難

　華

饗

.雛
難

雛
毅

態

、明
一示
せ
、
も
、
後
の
場
A
、に
は
蜷

括
的
に
ぎ

バ
罪

慕

拶

・
・
の
保
髭

ふ
べ
き
こ
妄

累

蘇

離

籍

擁
賑

畷
麟欝

欝
翻
鞍

難

.

彗

の
保
障
の
如
き
は
、
之
・.以
て
直
ち
に
土
着
我

利
舞

　

す
農

畢

る
を
得
ざ
る
べ

く
.
.

講

辮
謙
繋

縛
鱗
講
撚
　

●



」・鵜

耀
灘
無
難

u鍵

諺

灘
舞

㍊雛
.

擁

修

羅

遜

櫨縮

縫

雛

擬

飾紐

導

辮
驚
鯵

藤

縄雛

器
総
譜
齢
器

踊

懲
鐵
灘
灘
　

ゑ

既
に
委
任
統
治
の
権
原
は
受
任
・
・
享

淫

、
蔑

肇

嚢

究
を
琴

蒼

警

然
　

徽
、

斯
か

る懸
鞭

蝦

藷

何
れ
の
國
に
蹄
励
す
・

・
や
一

　

一

、
　

・
て
は
　

弛

第
十
四
巻
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一
號
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九
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}
一
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一
権
叢

策
上
よ
り
観
た
る
委
藝

・
西

巻

(笙

號

三

9

三

Q

…
続

々
・
し
て
壁

す
る
所
・
・
鋸

し
、
笙

、種
・
委
任
畿

・
付
・
・
は
既
に
猫
立
要

し
て
假
素
馨

受
け

一
得

る
程
度
。
窪

を
遂
。
、且
現
に
其
の
.承
認
を
得
・
・
呈

・
、轟

箇

よ
義

豊

腎

存
す

べ
き
は
何
人
.

箆

。
疑
ふ
発

か
る
。
し
ご
讐

、
第
二
楚

第
三
種
・
謹

畿

将

・
て
は
其
・
難

秀

砦

程
度
に

落

す
、
箪

.
翌

國
ε
し
て
の
漿

認
・
如
・
・
最
初
　

問
響

・
ら
・
・
を
以
て
棄

し
て
然
b
喜

ぱ
.

　其
の
主
権
の
所
在
如
農

味
・
・
藩

題
章

ん
ぱ
あ
・
ざ
・
　

・
而
・
て
砦

問
警

付
き
て
葉

辱

弘
く
行
は
れ
っ
つ
あ
る
読
に
ご
凄

、
望

愚

際
鷺

呈

肇

腐

せ
・
む
る
も
の
に
し
て
・
他
は

.

「圭
。
る
同
嬰

響

國
」
(即
ち
・
.英
.米
・佛
・伊
・
所
謂
五
重

・
之

を
露

せ
・
む
る
も
の
暴
れ
な
り
・

黍

委
任
統
治
。
制
度
。
・
も
の
は
会

・
馨

・
藁

新
・
・
成
立
…

國
擦
筆

・
創
害

係
る
あ

阿

る
を
以
て
、
屡

鐙

孕
.し
て
該
制
度
を
劇
症
せ
・
む
・
量

れ
・
動
磐

察

す
・
・
庭

庄
擢
の
麗

一

腰

を
攻
。
す
る
に
有
力
且
必
要
な
る
事
労

り
、
面
し
・
國
際
聯
盟
・
・
て
藷

・
・
劃
定
せ
・

む
る
に
至
@

…
る
鍵

。
、
既
に
述

べ
た
る
ス
・
・
ッ
將
軍
・
麦

及
・
彦

・
・
大
統
努

璽

舞

台
嚢

の
宣
明
與
か

り

芙

に
力
あ
り
し
.、
薩

之
・
讐

可
か
・
す
、
・
…

叢

琴

次
・
馨

・
因
り
藤

洲
農

澄
し
つ
つ
.

あ
る
を
以
て
、
国
際
聯
盟
は
此
の
大
遺
産
の
粗
積
者
た

ら
ざ
る

べ
か
ら
す
・

露
国
.墺
太
利
及
土
耳
其
の

解
髄

に

一
…
因
り
て
菱
さ
れ
た
る
食

は
多
-
は
警

・
・
訓
練
・
麦

・
治
・
募

姦

け
る
姦

て
・
蕎

経
済
的
及
政

一協頂
的
。
饗

に
封
、
て
竺

層
・
指
導
誘
夢

必
饗

す
・
・
、、然

・
に
若
・
膠

國
間
昆

の
戦
利
品
爵

し
、

,



、、て
馨

馨

の
起
る
。
如
き
,、
・
あ
・
ん
か
、
鱗

・
漿

茎

亀

器

・
叢

・
響

ざ
る
を
得
す
・
故
に

、庇

の
欝

に
於
イ、各
国
の
執
る
・
き
壁

の
墨

は
、
膿

聯
嬰

・
・
雛

・
・
国
家
・
漿

套

ら
し
む
る

一
一に
在
り
、
撚

れ
ぞ
」
も

馨

・
際
統
治
」
(
喜

;

…
尋

　
;

・
量

.・9

・9

・
方
法
は
・
.之
を
土
地
護

「人
民
に
適
用
す

る
場
合
に
は
不
成
功
・
終

・
,華

・
、
何
　

量

・
れ
・
多
く
の
國
民

に
依
り
て
殺

せ

一
ら
れ
た
・
統
治
欝

は
、
圓
滑
餐

・
霧

の
遂
行

當
る
こ
轟

く
・
從
て
連
合
国
際
統
治
の
下
に
於
け
る
人

民
等
。
之
が
爲
め
に
不
幸

・
階
・
か
、
或
・
雀

の
慧

・
レ
て
進
歩

せ
る
時
は
・
統
治
機
關
を
組
織
せ
る
各
國

一
民
の
意
見
の
相
違
に
粛
じ
て
湘
互
の
間
に
孚
を
生
芒

む
嘉

智

藁

を
齎
・
・
其
の
極
終
に
聯
盟
自
警

不

　信
用
を
超

の
濃

な
し
ピ
・
ざ
・
を
以
て
な
り
、
放
屁

・
如
・
場
A
昆

す
垂

の
統
治
方
法
は
・
砦

　　無

縫

欝

糠
配鞍

鐸
鑓
轄
緬
慈

其
の
不
信
用
を
招
,、
.ぎ

を
避
け
ん
辱

ぱ
、
宜
　

如
畜

的
・
矯

め
醤

〃
の
国
家
の
統
治
機
關
を
利

.

用
し
て
施
政
を
爲
さ
女

に
如
く
は
な
し
、換
吉口
せ
ぱ
綾

上
助
言

竣
助
詮

監
督
・
必
饗

す
る
人
民
及

竜

に
謝
し
て
は
、
・
鱗

盟
に
於
て
連
禽

・
之
岳

…

農

官
吏
・
轟

任
命
す
る
が
如
き
方
法
に
依

一
ら
す

、
て
、
原
則
ざ
し
・
は
或
特
定

・
國
家
憲

み
之

・
・
て
聯
盟

・
撃

・
行
動

せ
・
む
る
の
方
替

依
る
を

…
可
ε
擁

鰻

雛

最
終
の
管
理
権
は
之
を
留
保
軽

鐸

護

の
謙

及
施
政
に
は
聯
.

■

●



ガ
・
難

麺

捲

一

　
・
奉

る鱗

雀』
第鍵

の髭
　
專
ら
　

識
鰭
羅
総

…
識
慰
撫
簿
辮
鎌
　購
灘
撚
講
柵囎認

識
醸
藤
鱗
麟

嵐

,

,



逸

農

モ
此

ノ
責
任

ヲ
引
受
ク
ル
・
適

・
、
且
多

受
諾

晃

・
ノ

委

任

・
、
多

…

鷺

義

蔓

任
国

　
ト

シ
ープ
右
後
見

ノ
霧

・
行

;

・
〃
・
在
・
」

義

定
せ
・
　

、
受
任
國
は
主
馨

た
鼠

際
躍

の
委
任

…
を
受
け
之
に
代
・
て
統
治

の
任
に
當
る
も
の
の
如
一
に
解
す
る
も
、

這
は

恐
く
ば
該
規
約

の
精
謄

非
ざ
る
べ

…

し

・
.

・
.

・
.

'

　㌔環
蕪
撚
讐
鞍
懸
越
罐縫
貌
灘
卿獺
濡
脇
駅
購
舞
凱辞
職
のす凱祠㌍

る
所
に
し
て
、
其
の
後
「
主
た
る
同
盟
及
聯
合
國
」
に
於
て
更

に
之
を
國
際

聯
盟

に
譲
渡
し
た

る
讃
跡
の
存
せ
ざ
る
、

…
陵
虐

、
是
等
の
地
方
に
劃
す
皇

椹
は
佃
ほ
依
然
重

て
『
主
た
る
同
盟
反
響

國
」
に
存
す
薩

せ
ざ
る
を
得

…
す
、
然
ら
持

が
故
.に
聯
盟
規
約
第
二
+
二
條
第
二
項
の
如
き
規
定
を
設
け
た
・
や
ご
云
ふ
に
・『
主
た
る
同
盟
及

聯
禽

」
の
爲
め
に
抛
棄
せ
ら
れ
た
・
嘉

驚

民
地
の
統
治
は
、
理
想
立

て
は
之
を
國
際
聯
盟
に
託
し
聯
盟

を
し
て
施
政
の
任

に
當
ら
し
む
る
を
至
公
至
孚
の
方
法
ご
な
す
も
、

国
際
聯
盟
自
ら
之
に

當
る

場
合
に
は
勢

ひ

『
連
合
國
際
統
治
欝

」
の
如
き
制
度
を
解

る
の
必
要
を
生
重

き
も
、
.連
禽

際
統
治
擬
闘
の
砦

如
き
任
務

…
の

.遂
行

に
適

せ
ざ

る

こ
ε
も
亦

ス

マ
ソ

ツ
将
軍

の
意

見

の
如

く
な

る
を
以

て
、
果

し
て
熱

り

ざ
せ
ば
本
家

は
國
際

聯
盟
が
受
任
書

し
て
『
主
た
・
同
盟
及
聯
合
国
」
に
代
り
て
其
の
任
に
當
る

べ
き
事
項
を
、
駐

之
に
當
る
ξ
.

の
不
得
策
な
る
事
情
あ
る
よ
り
、

更
に
先
進
国
中
資
源

・脛
験
又
は
地
理
的
位
置
吉

考
察

し
て
此
の
重
任
を
研

植
民
政
策
上

よ
り

観
六
ろ
委
任
統
治
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一

驚

政
策
上
・
り
禦

・
委
霧

治

筆

饗

(第
一
號

三

四
　

三

四

憂
く
る
に
適
し
、
且
之
を
承
諾
す

る
も
の
に
委
任
し
て
、
自
己
に
代
り
受
任
國
`
し
て
施
政

の
任
に
嘗
ら
し
め
ん

一
ご
す

る
こ
ε
を
明
か
に
す
る
の
主
旨
よ
り
、
聯
盟
規
約
第
二
十
二
條
第
二
項
の
規
定
を
設
け
た
る
も
の
な
.り

ご
解

す

る
の
寧
ろ
適
切
な

る
べ
き
を
信
ぜ
ん
ε
す
、
要
す
る
に
薄
濁
領
植
民
地
を
国
際
聯
盟

に
蹄
屡
せ
し
む
る
こ
ε
は

蕎

自
治
植
民
地
の
袋

導

の

一
齊
に
反
射
せ
る
所
に
し
て
、
砦

影

關
し
て
は
・
莚

ソ
ン
大
統
領
の
ま

張

は
終

に
馨
る
る
暫

な
ら
ざ
り
し
・
夏

最
も
舞

な
る
問
警

鑑

霜

條
約

操

り

『
要

る
同
盟
及
聯

合
国
』
に
鷺

し
た
る
是
舞

地
域
の
其
の
後
憂
に
國
際
鷺

に
譲
渡
せ
ら
れ
た
る
蘇

を
認
め
得

べ
か
ら
ざ
る

,、
憲

よ
り
推
し
て
.、
醤
凋
領
植
民
地

に
謝
す

る
主
権
を
国
際
聯
盟

に
蹄
験
せ
し
め
ん

ご
す

る
説
は
、
有
力
な
る

一
根
擦
を
有
す

る
も
の
に
罪
す

ξ
評
せ
ざ
る
を
得
す
。

既

に
曹
濁
領
植
民
地
は
「
主
だ
る
同
盟
及
聯
合
國
』
に
蹄
厩
す
る
.こ
ε
以
上
説
述
せ
る
所
の
如
し
ε
せ
ば
、
是
等

の
地
域
に
封
ず

る
主
権
も
亦
『
主
た
る
同
盟
及
聯
合
國
』
に
存
す

べ
き
は
當
然
に
し
て
、
所
謂
委
任
統
治

の
下
に
現

に
受
任
國
把
る
地
位
を
保
有
す
る
も
の
は
、
催
合
其
の
統
治

の
形
式
に
於
て
は
或
は
是
等

の
地
域
を
自
国

の
領
土

の
構
成
部
書

し
て
、
其

の
國
法
の
下
に
施
政
を
駕
し
得

べ
き
こ
ご
を
認
め
ら
る
る
ξ

、
斯
か
る
贋
汎
な
る
権

能
を
有
す
る
の
故
を
以
て
.
之
よ
り
推

し
て
直
ち
に
該
地
域
を
自
國
の
領
土
な
皇

鞍

ん
手

る
が
如
き
は
・
,

恰
も
租
借
地
を
目
し
て
租
借
國
の
領
土
ξ
な
す

に
同
じ
く
、
政
治
論
ざ
し
て
の
可
否
は
絃
く
別
ε
し
法
理
上
の
見

解

こ
し
て
は
適
正
な
り
ξ
稠
す

惹
を
得
ざ
る
な
り
。
(完
)

響


